
マルタ共和国当局に対する安全勧告 
 

(2019.10.31 安全勧告) 

 

(貨物船 ERNA OLDENDORFF 衝突（橋梁）事故 

山口県大畠瀬戸に架かる大島大橋 2018.10.22発生) 

 

 本事故は、ERNA OLDENDORFF の船長が、大島大橋の高さを把握することなく、二等航海士

が作成した温山から大畠瀬戸を経由して江田島に向かうルートを航行する航海計画を承認

し、同橋の手前でその高さに不安を感じながらも航行を続けたことから、ERNA OLDENDORFF

が同船の本事故当時の喫水線からクレーン及び後部マストそれぞれの頂部までの高さでは

通過できない同橋の下を航行したことにより発生したものと考えられる。 

また、OLDENDORFF Carriers GmbH & Co.KG の安全管理マニュアル等により定められた航海

計画の作成等に関する手順を遵守することの重要性が ERNA OLDENDORFF の船長及び二等航

海士に十分に認識されていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考え

られる。 

 このことから、運輸安全委員会は、本事故調査の結果を踏まえ、OLDENDORFF Carriers GmbH 

& Co.KG 及びマルタ共和国当局に対し、次のことを勧告する。 

 (1) OLDENDORFF Carriers GmbH & Co.KG は、本事故後に改正した同社の安全管理マニュ

アルに従った航海計画の作成及び運航が行われるよう、船長その他の乗組員に対する

教育及び訓練を徹底すること。 

 (2) マルタ共和国当局は、上記(1)について、OLDENDORFF Carriers GmbH & Co.KG によ

る適切かつ継続的な実施が確保されるよう、同社を指導すること。 


